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議案番号 議　　　        　　案                 名 項

報告第１３号
臨時代理につき承認を求めることについて（令和元年生駒市議
会第５回（９月）定例会提出議案の意見について）

１

議案第２７号 生駒市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について ４

議案第２８号 生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の制定について ５

令和元年生駒市教育委員会（第６回）臨時会議案目録



 



 

報告第１３号 

 

   臨時代理につき承認を求めることについて（令和元年生駒市議会第５回

（９月）定例会提出議案の意見について） 

 

 令和元年生駒市議会第５回（９月）定例会提出議案の意見について、教育委員

会を招集するいとまがなかったため、生駒市教育委員会教育長に対する事務委任

等に関する規則（昭和６０年４月教育委員会規則第６号）第５条第２項の規定に

より、令和元年９月５日に下記のとおり臨時に代理したから、これを報告し、承

認を求める。 

 

  令和元年９月１３日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭   

 

【提出議案】 

 ・生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について

（追加提案分） 
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議案第 78 号 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和元年９月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例（令和元年８月生駒市条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１４条第１項の改正規定中「この項」」を「この項において」」に、「以下この

項、第１９条及び第３６条第３項」を「以下」に改める。 

 第３５条第３項の改正規定中「除く」とあるのは「除き、特別利用保育を受け

る者を含む」を「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（特別利用保育を受ける者を含む｡)」に改める。 

 第３６条第３項の改正規定中「を除く」とあるのは「及び特別利用教育を受け

る者を除く」を「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（特別利用教育を受ける者を除く｡)」に改める。 

 第５０条の改正規定中「教育・保育給付認定子ども」」を「教育・保育給付認定

子どもについて」」に改め、「この章において同じ｡)」の次に「について」を加え、

㊢ 

2



 

「この項、第１９条及び第３６条第３項」を削り、「及び第１９条」の次に「にお

いて」を加える。 

 第５１条第３項の改正規定中「第５０条」を「前条」に改め、「。次条第３項に

おいて同じ」を削り、「までを含む｣の次に「。次条第３項において同じ」を加え

る。 

 第５２条第３項の改正規定中「特定満３歳未満保育認定子ども」を「特定満３

歳以上保育認定子ども」に改め、「及び満３歳以上保育認定子ども」の次に「（令

第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう｡)」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２７号 

 

   生駒市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和元年９月１３日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭   

 

生駒市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

生駒市立幼稚園規則（昭和４６年２月生駒市教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

第１４条を削り、第１５条を第１４条とし、第１６条を第１５条とする。 

附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議案第２８号 

 

   生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の制定について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和元年９月１３日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭   

 

   生駒市立幼稚園預かり保育実施規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、保護者の子育てを支援するため、生駒市立幼稚園（以下「幼

稚園」という｡)において教育課程に係る教育時間（以下「教育時間」という｡)

の終了後等に実施する保育（以下「預かり保育」という｡)に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 預かり保育の対象者は、幼稚園に通園する小学校就学前子ども（子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という｡)第６条第１項に

規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ｡)のうち、保護者が預かり保育

を希望するものとする。 

 （実施日） 

第３条 預かり保育を実施する日は、生駒市立南幼稚園及び生駒市立認定こども

園生駒幼稚園にあっては毎週月曜日から金曜日までとし、その他の幼稚園にあ

っては毎週月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日とする。ただし、その日が生駒
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市立幼稚園規則（昭和４６年２月生駒市教育委員会規則第１号）第３条第１項

各号に定める休園日、年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで

の日をいう。以下同じ｡)又は生駒市教育委員会（以下「委員会」という｡)の承

認を受けて幼稚園の園長（以下「園長」という｡)が指定する日（以下これらを

「休園日等」という｡)に当たる場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、生駒市立南幼稚園及び生駒市立認定こど

も園生駒幼稚園については、生駒市立幼稚園規則第３条第１項第３号に規定す

る夏期休園日、同項第４号に規定する冬期休園日及び同項第５号に規定する春

期休園日（以下これらを「三期休園日」という｡)に預かり保育を実施するもの

とする。ただし、預かり保育を実施する日が生駒市幼稚園規則第３条第１項第

１号、第２号、第６号及び第７号に定める休園日、年末年始の休日又は委員会

の承認を受けて幼稚園の園長が指定する日に当たる場合は、この限りでない。 

 （実施時間） 

第４条 預かり保育を実施する時間は、次の各号に掲げる幼稚園の区分に応じ、

当該各号に定める時間とする。 

 (1) 生駒市立南幼稚園及び生駒市立認定こども園生駒幼稚園 午前７時３０

分から午前８時３０分まで又は教育時間の終了後から午後６時３０分までの

間（三期休園日中にあっては、午前７時３０分から午後６時３０分までの間）

で、保護者が希望する時間 

 (2) 前号に掲げる幼稚園以外の幼稚園 教育時間の終了後から午後４時３０

分までの間で、保護者が希望する時間 

 （利用の届出等） 

第５条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育利用届（別記様式）を委員

会が定める日までに園長に提出しなければならない。 

２ 前項の委員会が定める日が、休園日等に当たる場合は、その日前において、
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その日に最も近い休園日等でない日までに提出するものとする。 

３ 園長は、正当な理由があると認めるときは、預かり保育の利用を中止するこ

とができる。 

 （預かり保育料の納付等） 

第６条 預かり保育を利用する保護者は、必要に応じ徴収される実費相当額のほ

か別表に定める預かり保育に係る費用（以下「預かり保育料」という｡)を納付

しなければならない。 

２ 前項の規定による納付があった後、法第３０条の４第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに係る預かり保育料については、月額１１，３００円を上限

として、既納の預かり保育料を当該小学校就学前子どもの保護者に還付するも

のとする。 

 （施行の細目） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。 

   附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

１ 生駒市立南幼稚園又は生駒市立認定こども園生駒幼稚園に通園する小学校

就学前子どもに係る預かり保育料 

(1) 三期休園日以外に預かり保育を利用する場合 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

預かり保育料の額(円) 
生 活 保 護 法 (昭 和 25
年法律第144号)によ
る被保護世帯及び中
国残留邦人等の円滑
な帰国の促進並びに
永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配
偶者の自立の支援に
関する法律(平成6年
法 律 第 30号 )に よ る
支援給付受給世帯 

その他の世帯 

法 第 30
条の 4第
1 項 第 1
号 に 掲
げ る 小
学 校 就
学 前 子
ども 

午 前 7時 30分 か
ら 午 前 8時 30分
まで 

0 300 

午前11時30分か
ら 午 後 3時 ま で
(教 育 時 間 の 終
了時間が午前11
時30分である場
合) 

0 1,050 

午前11時30分か
ら 午 後 5時 ま で
(教 育 時 間 の 終
了時間が午前11
時30分である場
合) 

0 1,650 

午前11時30分か
ら 午 後 6時 30分
ま で (教 育 時 間
の終了時間が午
前11時30分であ
る場合) 

0 2,100 

午 後 2時 か ら 午
後5時まで(教育
時間の終了時間
が 午 後 2時 で あ
る場合) 

0 900 

午 後 2時 か ら 午
後 6時 30分 ま で
(教 育 時 間 の 終
了 時 間 が 午 後 2
時である場合) 

0 1,350 

法 第 30
条の 4第
1 項 第 2
号 に 掲
げ る 小

午 前 7時 30分 か
ら 午 前 8時 30分
まで 

0 150 

午前11時30分か
ら 午 後 3時 ま で

0 525 
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学 校 就
学 前 子
ども 

(教 育 時 間 の 終
了時間が午前11
時30分である場
合) 
午前11時30分か
ら 午 後 5時 ま で
(教 育 時 間 の 終
了時間が午前11
時30分である場
合) 

0 825 

午前11時30分か
ら 午 後 6時 30分
ま で (教 育 時 間
の終了時間が午
前11時30分であ
る場合) 

0 1,050 

午 後 2時 か ら 午
後5時まで(教育
時間の終了時間
が 午 後 2時 で あ
る場合) 

0 450 

午 後 2時 か ら 午
後 6時 30分 ま で
(教 育 時 間 の 終
了 時 間 が 午 後 2
時である場合) 

0 675 

   備考 この表の規定にかかわらず、生駒市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担に関する条例（令和元年８月生駒市条例第１

４号。以下「条例」という｡)別表備考第９項各号に掲げる世帯に属する

小学校就学前子どもの預かり保育料は、０円とする。  

(2) 三期休園日中に預かり保育を利用する場合 

   預かり保育料の額(円) 
生活保護法による被
保護世帯及び中国残
留邦人等の円滑な帰
国の促進並びに永住
帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者
の自立の支援に関す
る法律による支援給
付受給世帯 

その他の世帯 

法 第 30
条の 4第
1 項 第 1
号 に 掲
げ る 小
学 校 就
学 前 子
ども 

午 前 7時 30分 か
ら 午 前 8時 30分
まで 

0 300 

午 前 8時 30分 か
ら正午まで 

0 1,050 

午 前 8時 30分 か
ら午後5時まで 

0 2,550 

午 前 8時 30分 か
ら 午 後 6時 30分

0 3,000 
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まで 
正 午 か ら 午 後 5
時まで 

0 1,500 

正 午 か ら 午 後 6
時30分まで 

0 1,950 

法 第 30
条の 4第
1 項 第 2
号 に 掲
げ る 小
学 校 就
学 前 子
ども 

午 前 7時 30分 か
ら 午 前 8時 30分
まで 

0 150 

午 前 8時 30分 か
ら正午まで 

0 525 

午 前 8時 30分 か
ら午後5時まで 

0 1,275 

午 前 8時 30分 か
ら 午 後 6時 30分
まで 

0 1,500 

正 午 か ら 午 後 5
時まで 

0 750 

正 午 か ら 午 後 6
時30分まで 

0 975 

備考 この表の規定にかかわらず、条例別表備考第９項各号に掲げる世帯

に属する小学校就学前子どもの預かり保育料は、０円とする。 

２ その他の幼稚園に通園する小学校就学前子どもに係る預かり保育料 

   預かり保育料の額(円) 
生活保護法による被
保護世帯及び中国残
留邦人等の円滑な帰
国の促進並びに永住
帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者
の自立の支援に関す
る法律による支援給
付受給世帯 

その他の世帯 

法 第 30
条の 4第
1 項 第 1
号 に 掲
げ る 小
学 校 就
学 前 子
ども 

午 後 2時 か ら 午
後3時まで 

0 300 

午 後 2時 か ら 午
後4時まで 

0 600 

午 後 2時 か ら 午
後4時30分まで 

0 750 

法 第 30
条の 4第
1 項 第 2
号 に 掲
げ る 小
学 校 就
学 前 子
ども 

午 後 2時 か ら 午
後3時まで 

0 150 

午 後 2時 か ら 午
後4時まで 

0 300 

午 後 2時 か ら 午
後4時30分まで 

0 375 
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備考 この表の規定にかかわらず、条例別表備考第９項各号に掲げる世帯

に属する小学校就学前子どもの預かり保育料は、０円とする。 

 

11



 

別記様式（第５条関係） 

 

預かり保育利用届 

 

年  月  日  

 

 園長 殿 

 

届出者   住  所        

氏  名          ㊞   

電話番号 

    

預かり保育の利用について、下記のとおり希望しますので届け出ます。 

 

記 

    

園児名       組               

 

 

 

 

 （   月分） 

預かり保育希望日 預 か り 保 育 希 望 時 間
（開始） 

預 か り 保 育 希 望 時 間
（終了） 

備考 

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで   

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  

   日（  ）    時  分から    時  分まで  
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